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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パチンコ機の遊技盤に装着されてパチンコ球の入賞口を形成する入賞装置であって、
　前記入賞口を開閉変化させる可動部材と、
　前記入賞口より入賞した複数個のパチンコ球を一時的に上下方向に亘って縦列収容状態
で停留させるための停留部と、
　その停留部に停留する複数個のパチンコ球のうちの上部に位置するパチンコ球と下部に
位置するパチンコ球とを互いの放出時期に時間差をもって別個に該停留部から放出させる
時差放出機構と、を備え、
　前記停留部に停留する複数個のパチンコ球のうちの上部のパチンコ球を権利発生入賞区
域に連なる放出通路に放出し、また、下部のパチンコ球を一般入賞区域に連なる放出通路
に放出するようにして、前記上部のパチンコ球の前記停留部からの放出通路と前記下部の
パチンコ球の前記停留部からの放出通路とを区分けした構成にし、
　前記時差放出機構は、
　前記各放出通路に対応する位置に形成された２つの放出口に開閉可能に設けられた２つ
のゲート部材と、
　前記入賞口の可動部材の開動作に連動して前記２つのゲート部材を閉じ位置に止めると
共に前記可動部材の閉動作に連動して前記２つのゲート部材を時間差をもって開放させる
ストッパー部材と、を備えており、
　前記停留部に停留する複数個のパチンコ球のうちの上部のパチンコ球と下部のパチンコ
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球とを放出時期を異ならせて前記各放出通路に放出させるように構成したことを特徴とす
るパチンコ機の入賞装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、パチンコ機に適用される遊技装置に関し、詳しくは、パチンコ機における遊
技盤に装着される入賞装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　いわゆるパチンコ機の遊技盤には、形状の異なる複数種の入賞装置が装着されており、
所定のパチンコ遊技内容を行うため、機能（役割）の異なる種々の入賞口を形成している
。
　例えば、いわゆる権利物とよばれる第３種パチンコ遊技を行うパチンコ機の遊技盤上に
は、パチンコ球が入賞することによって普通図柄表示装置を作動させる機能を有する普通
図柄作動口といわれる入賞装置、当該普通図柄表示装置において特定図柄が表示されたこ
とを条件として入賞口を大きく開放する変動入賞装置であってそこに入賞したパチンコ球
（以下「入賞球」という。）を遊技盤裏側に設けた権利発生入賞区域（以下「Ｖゾーン」
という。）に誘導する入賞装置、および、上記Ｖゾーンをパチンコ球が通過することによ
っていわゆる大当たり（特別利益）の権利が発生したことを条件として別に設けた大型変
動入賞装置（いわゆる大入賞口）の継続開放を始動させるための第３種始動口といわれる
入賞口を形成する入賞装置等が装着されている。
【０００３】
　ところで、近年のパチンコ遊技の複雑化および高度化に伴い、これら入賞装置にも形態
上および機能上の種々の改良が加えられてきている。
　例えば、上記第３種パチンコ遊技に適用される入賞装置であって上記Ｖゾーンに入賞球
を誘導する入賞装置については、遊技者の当該パチンコ遊技に対する感興を削がないため
に、当該入賞装置に入賞した多数の入賞球のうちのいずれか１個のみを確実にＶゾーンに
誘導して上記権利を発生させることが重要である。現行の第３種パチンコ遊技においては
、Ｖゾーンをパチンコ球が通過しなければ上記権利は発生せず、他方、Ｖゾーンに２個の
入賞球が通過してしまった場合には、１個目の入賞球でせっかく発生した上記権利が２個
目の通過によってすぐに消滅してしまうからである。
【０００４】
　そこで、このような入賞装置に係る従来品のなかには、当該入賞装置に入賞した複数個
の入賞球をＶゾーンまたは通常の一般入賞区域（上記権利を発生させずに所定数の賞球を
払い戻すことが決定されるパチンコ球通過区域。以下同じ。）のいずれかに誘導される前
に当該装置内の所定位置に一旦停留させるための停留部が設けられている。
　而して、このような従来の停留部付き入賞装置は、複数個の入賞球を所定の位置に停留
させ、しかる後に当該停留状態を解除して停留状態にあった複数個の入賞球を一斉に落下
・転動させ、当該入賞球のうちの１個がＶゾーンを通過するように構築されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記従来の停留部付き入賞装置においては、停留状態の解除によって、
上記複数個の停留パチンコ球は一斉に落下・転動を開始するため、パチンコ球同士の予期
し得ない接触や衝突が生じるのを避けることができなかった。このため、落下・転動方向
にズレが生じ、停留したパチンコ球のうちの特定パチンコ球のみを特定の区域（典型的に
はＶゾーン）に誘導することを確実なものにすることができなかった。
【０００６】
　本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、簡単
な機構によって、入賞したパチンコ球のうちの特定のパチンコ球を所望する特定区域に確
実に誘導し得る入賞装置を提供することである。
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【０００７】
【課題を解決するための手段】
　パチンコ機の遊技盤に装着されてパチンコ球の入賞口を形成する入賞装置であって、
　前記入賞口を開閉変化させる可動部材と、
　前記入賞口より入賞した複数個のパチンコ球を一時的に上下方向に亘って縦列収容状態
で停留させるための停留部と、
　その停留部に停留する複数個のパチンコ球のうちの上部に位置するパチンコ球と下部に
位置するパチンコ球とを互いの放出時期に時間差をもって別個に該停留部から放出させる
時差放出機構と、を備え、
　前記停留部に停留する複数個のパチンコ球のうちの上部のパチンコ球を権利発生入賞区
域に連なる放出通路に放出し、また、下部のパチンコ球を一般入賞区域に連なる放出通路
に放出するようにして、前記上部のパチンコ球の前記停留部からの放出通路と前記下部の
パチンコ球の前記停留部からの放出通路とを区分けした構成にし、
　前記時差放出機構は、
　前記各放出通路に対応する位置に形成された２つの放出口に開閉可能に設けられた２つ
のゲート部材と、
　前記入賞口の可動部材の開動作に連動して前記２つのゲート部材を閉じ位置に止めると
共に前記可動部材の閉動作に連動して前記２つのゲート部材を時間差をもって開放させる
ストッパー部材と、を備えており、
　前記停留部に停留する複数個のパチンコ球のうちの上部のパチンコ球と下部のパチンコ
球とを放出時期を異ならせて前記各放出通路に放出させるように構成したことを特徴とす
る。
【０００８】
　前記構成において、入賞口より入賞したパチンコ球のうちの複数個を上記停留部に一時
的に停留させることができることに加え、上記時差放出機構によって、当該停留部に停留
したパチンコ球（以下「停留球」と略称する。）を時差を設けて段階的に放出することが
できる。このため、本発明の入賞装置によれば、上記従来の停留部付き入賞装置における
ような停留球の一斉放出の際の接触・衝突に起因する停留球相互の混乱を防止することが
でき、特定の停留球を他の停留球に干渉されることなく所望する区域（例えばＶゾーン）
に向けて上記停留部から放出することができる。
【０００９】
　また、停留部から停留球を時差を設けて段階的に分割・放出する際、当該分割されて時
差放出される停留球グループ間で異なるようにして複数の放出通路が形成されている。こ
のため、本発明の入賞装置では、停留球のうちの一部とそれ以外の停留球とが異なるルー
トで停留部から時差放出される。従って、本発明の入賞装置によれば、上記放出通路の一
つを所望する特定の区域（例えばＶゾーン）に連ねることによって、特定の停留球のみを
他の停留球に干渉されることなく当該特定区域に確実に誘導することができる。
【００１０】
　また、時差放出機構は、停留部に停留する複数個のパチンコ球のうちの上部のパチンコ
球と下部のパチンコ球とを時期を異ならせかつ前記異なる放出通路に放出させることが、
可動部材の動作に連動して実現される構造であるから、複雑な機構を別途設けることなく
、可動部材の開閉動作に応じて、停留部からの停留球の時差放出を実現することができる
。
【００１１】
　また、本発明の入賞装置は、複数個のパチンコ球を上下方向に亘って縦列に格納し得る
形状に停留部が形成されるため、パチンコ機の遊技盤上に複数個のパチンコ球を停留させ
るための過大な横スペースを確保する必要がない。従って、省スペース化を実現して遊技
盤上の所望する位置に設置することが可能である。このため、遊技盤に装着しなければな
らない他の遊技装置類（例えば、センター役物や大型入賞装置）を当該入賞装置に制約さ
れることなく遊技盤の所定の位置に配置することができる。
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【００１２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の入賞装置（上記本発明の第一、第二、第三、第四の入賞装置を包含する
。以下同じ。）の第一の実施形態について図面に基づいて説明する。
　なお、図１は本実施形態において本発明の入賞装置１０を装着した遊技盤１の全体構成
を示す正面図である。
【００１３】
　図１に示すように、この遊技盤１は、板状のパネル上に装着された種々の遊技装置によ
って構成されている。この遊技盤１の表面側には、一般的な従来のパチンコ機における遊
技盤と同様、パチンコ機の発射装置（図示せず）から発射されたパチンコ球を遊技盤１上
部に誘導するための発射球誘導レール４が円形渦巻き状に装着されている。そして、この
発射球誘導レール４によって包囲された内側の領域が、本遊技盤１における遊技領域（遊
技面）１ａである。
【００１４】
　而して、遊技領域１ａの中央部には液晶ディスプレイを備えた中央表示装置（センター
役物）７が装着されている。この中央表示装置７の周囲には、遊技領域１ａに弾き出され
たパチンコ球の落下速度や方向を変幻自在に調節するための多数の釘５や風車６ａ，６ｂ
と共に、いわゆる普通入賞口を形成する種々の入賞装置８ａ，８ｂが装着されている。ま
た、遊技者の目を楽しませ、本遊技盤１の審美性を向上させるための装飾灯２ａ，２ｂ，
２ｃ，３ａ，３ｂが、遊技領域１ａの内外に複数個配備されている。また、本遊技盤１の
遊技領域１ａ下端部には、遊技盤１上に弾き出されたパチンコ球であって何れの入賞口に
も入賞しなかったパチンコ球を回収するためのアウト口９が設けられている。
【００１５】
　ところで、本遊技盤１は、いわゆる第３種パチンコ遊技を実施するために構築されたも
のであり、上述の一般的な遊技装置類の他、第３種パチンコ遊技を構成するのに必要な特
別遊技装置類を装着している。
　すなわち、図１に示すように、本遊技盤１上には、上記中央表示装置７に表示される普
通図柄を変動させる普通図柄作動口８ｃ、大入賞口を形成し得る変動入賞装置８ｄ、当該
変動入賞装置８ｄを作動させて大入賞口を形成させる第３種始動口８ｅ、および、遊技盤
１の裏側に設けられたＶゾーン（図示せず）に入賞球を誘導するための入賞装置であって
本実施形態に係る本発明の入賞装置１０（以下「本入賞装置１０」と略称する。）が装着
されている。本入賞装置１０には、変動入賞口２３を形成するためのいわゆるチューリッ
プ花弁状の一対の可動部材１４ａ，１４ｂが装備されている（図２参照）。なお、本入賞
装置１０の構造および作動様式の詳細については後述する。
　一方、図示しないが、遊技盤１の裏面側には、上記各種入賞口に対応するように複数の
筒状の裏誘導路（入賞球通路）が装着されており、上記各種入賞口およびそれらに対応し
て遊技盤１に設けられた開口部分を介して遊技盤１の裏面側に誘導されたパチンコ球（入
賞球）をパチンコ機本体に設けられた図示しない球送り機構に送出している。ここで、上
記Ｖゾーンは、典型的には上述の裏誘導路の一部分に設定されており、当該Ｖゾーンを通
過する入賞球の存在は、当該Ｖゾーンに設置された入球検出スイッチによって電気的に検
知される。
【００１６】
　而して、上述の各種遊技装置（本入賞装置１０を含む）の動作は、パチンコ機本体に設
けられた制御装置（図示せず）によって遊技内容に応じて制御されている。以下、本遊技
盤１を装備したパチンコ機における第３種パチンコ遊技内容の概略を記す。
　本遊技盤１を備えたパチンコ機において、パチンコ球が上記普通図柄作動口８ｃに入賞
した場合、上記中央表示装置７に表示される普通図柄が変動する。この際、中央表示装置
７のディスプレイに特定の図柄が表示された場合には、本入賞装置１０の可動部材１４ａ
，１４ｂが開放し、所定時間（典型的には５～６秒）入賞口２３を拡大する（図２参照）
。そして、当該入賞口２３より入賞したパチンコ球が裏誘導路に設けられた上記Ｖゾーン
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を通過した場合には、いわゆる大当たり（特別利益）の権利が発生する。続いて、この権
利の発生中に、上記第３種始動口８ｅにパチンコ球が入賞することによって上記変動入賞
装置８ｄが作動し、所定時間（典型的には９～１０秒）大入賞口を開放することによって
いわゆる大当たり状況を形成する。
　而して、第３種始動口８ｅに所定数（例えば１６個）のパチンコ球が入賞した場合、若
しくは再度Ｖゾーンをパチンコ球が通過した場合に上記権利は消滅する。従って、上述の
とおり、第３種パチンコ遊技を構成する本遊技盤１においては、遊技者の感興を維持・高
揚させるために１個のパチンコ球のみが確実にＶゾーンを通過して上記権利を発生させる
必要がある。そして、本入賞装置１０は、このことを確実に実現させることができる。以
下、本入賞装置１０を詳細に説明する。
【００１７】
　図２は、遊技盤１に装着された状態における本入賞装置１０の表面側の構成を模式的に
示した正面図である。また、図３は、図２のＡ－Ａ線矢視断面図であって遊技盤１に装着
された状態における本入賞装置１０の構成を模式的に示した図である。
　図２に示すように、本入賞装置１０は、後述する種々の部材を装備した台座に相当する
平板状に成形された合成樹脂若しくは金属製のベース板２０を備えている。而して、この
ベース板２０は、本入賞装置１０を取り付けるために遊技盤１に予め設けられている開口
部（図示せず）を覆うようにして遊技盤１表面にビス１８によって固着されている（図１
参照）。
【００１８】
　このベース板２０の表面側には、上記一対の可動部材１４ａ，１４ｂが装備されており
、本入賞装置１０における変動入賞口２３を形成している。すなわち、図２および図３に
示すように、これら可動部材１４ａ，１４ｂには、その下端部において、ベース板２０に
設けられた連絡穴（図示せず）を貫通してベース板２０の裏面側に伸びる可動軸１５が設
けられている。
　他方、図３に示すように、遊技盤１の裏面側であって本入賞装置１０装着部位近傍には
ソレノイド４０が装着されており、その駆動軸には可動アーム４２が備えられている。こ
の可動アーム４２は、ソレノイド４０の駆動（即ち、当該駆動軸の前後運動）に応じて先
端部分が上下方向に移動し得るように構成されており、当該先端部分はレンチ形状に成形
されている。
【００１９】
　而して、上記可動軸１５の先端部は、当該可動アーム４２のレンチ状先端部に支持され
ている。これにより、本入賞装置１０においては、ソレノイド４０のオン／オフ動作に連
動して可動アーム４２が上下に移動し、それに付随して可動部材１４ａ，１４ｂも移動す
ることとなる。
　すなわち、ソレノイド４０の駆動によって可動アーム４２（即ち、可動軸１５）が上昇
した際には、可動部材１４ａ，１４ｂが開放状態となり、入賞口２３は大きく開口する（
図２）。他方、可動アーム４２および可動軸１５が下降した際には可動部材１４ａ，１４
ｂは相互に近接した状態（図２）となり、入賞口２３は最も狭くなる（以下、この状態を
可動部材１４ａ，１４ｂについての全閉状態という。）。なお、本実施形態においては、
入賞口２３の真上に相当する遊技盤１の部位において封止釘１１が固設されている（図１
参照）。このため、可動部材１４ａ，１４ｂが全閉状態となり、入賞口２３が最も狭くな
った際には、パチンコ球が当該入賞口２３に入賞することはない。
　また、本入賞装置１０の表面には、上記可動部材の下端部分を覆うようにしてカバー部
材２２が装着されており、本入賞装置１０の美観の向上に寄与している。さらに、このカ
バー部材２２の裏面側の下端部近くには、図示しない誘導片がベース板２０方向に突設さ
れており、入賞口２３から入賞したパチンコ球を後述する停留部２４に誘導・落下させる
のに寄与している。
　なお、本入賞装置１０における入賞口２３の開閉動作は、第３種パチンコ遊技内容に応
じた上記制御装置からの作動信号に基づくソレノイド４０のオン／オフ動作によって自動
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的に制御されるが、この制御プログラム自体は本発明をなんら特徴付けるものではないた
め、詳細な説明は省略する。
【００２０】
　次に、本入賞装置１０に備えられた停留部２４および上述の時差放出機構について説明
する。
　図２に示すように、ベース板２０の表面側であって上記カバー部材２２の下方には、入
賞口２３から入賞した３個のパチンコ球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３を上下方向に縦列に格納し得る
鞘状の停留部２４が設けられている。この停留部２４を構成する壁部は、透明若しくは半
透明の合成樹脂によって形成されている。このため、遊技者は、遊技盤１の正面から当該
停留部２４に停留する停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３を視認することができる。
　なお、本入賞装置１０において停留部２４に３個のパチンコ球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３が格納
された後に更に入賞口２３よりパチンコ球が入賞した場合、当該パチンコ球は本入賞装置
１０に停留することなく停留部２４最上部の停留球Ｂ３に接触して本入賞装置１０外に弾
き出され、遊技盤１上のアウト口９に向かうこととなる。
【００２１】
　一方、ベース板２０には、停留部２４に停留する停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３のうちの最下
部の停留球Ｂ１（以下「第一停留球Ｂ１」という。）の停留位置に相当する部位と最上部
の停留球Ｂ３（以下「第三停留球Ｂ３」という。）の停留位置に相当する部位において、
停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３を遊技盤１の裏面側に放出するための下部放出口２１ｂと上部放
出口２１ａとがそれぞれ設けられている（図４（ａ）参照）。すなわち、本実施形態にお
いては、停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３を停留部２４から放出するために、異なる二つの放出通
路が設けられている。ここで、本実施形態においては、上部放出口２１ａを通る放出通路
が遊技盤１裏面側のＶゾーンに連なっており、他方、下部放出口２１ｂを通る放出通路は
遊技盤１裏面側の一般入賞区域に連絡している。
　図３に示すように、これら二つの放出口２１ａ，２１ｂには、いわば門扉に相当するゲ
ート部材２６ａ，２６ｂが垂下した状態で備えられている。すなわち、ベース板２０の裏
側であって上記二つの放出口２１ａ，２１ｂの上縁部には、軸受け部２７ａ，２７ｂが設
けられているとともに当該軸受け部２７ａ，２７ｂに装着された回転軸２８に上記ゲート
部材２６ａ，２６ｂが回転可能な状態（即ち、ぶら下がった状態）で装着されている。こ
れにより、当該ゲート部材２６ａ，２６ｂは、何ら外力が加えられない状態においては、
真っ直ぐに垂下した状態で軸受け部２７ａ，２７ｂに回動可能に支持される。
【００２２】
　一方、図２に示すように、これらゲート部材２６ａ，２６ｂの本入賞装置１０の正面か
ら見て左側面部には、細いピン状の係止棒２５ａ，２５ｂが突設されている。他方、本入
賞装置１０の正面から見て左側の可動部材１４ｂの可動軸１５には、下方に伸びた細長い
プレート状に成形された樹脂製若しくは金属製のストッパー部材１６が装着されている。
ここで、図３に示すように、ストッパー部材１６の可動軸１５への装着位置は、上記係止
棒２５ａ，２５ｂの一部が当該ストッパー部材１６表面側と重なり合う位置に設定されて
いる。
　このように構成した結果、真っ直ぐに垂下した状態のゲート部材２６ａ，２６ｂに停留
球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３の重量が加わった場合であっても、上記係止棒２５ａ，２５ｂがスト
ッパー部材１６に当接することによって、停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３の重量によるゲート部
材２６ａ，２６ｂの後方への回転動作を防ぎ、結果、停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３を停留部２
４内にそのまま保持することが可能となる。
【００２３】
　次に、本入賞装置１０における時差放出機構について図面を参照しつつ説明する。
　上述のとおり、上記ストッパー部材１６は、正面から見て左側の可動部材１４ｂの可動
軸１５に装着されている。このため、可動部材１４ｂの開閉動作に連動して当該ストッパ
ー部材１６も上下方向に可逆的に移動する。すなわち、可動部材１４ｂが開く場合にはス
トッパー部材１６は上昇し、逆に可動部材１４ｂが閉じる場合にはストッパー部材１６は
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下降する（図２参照）。
　ところで、図２に示すように、本ストッパー部材１６には、上記係止棒２５ａ，２５ｂ
が接触し得ない上部切り欠き部１６ａと下部切り欠き部１６ｂの二つの切り欠き部１６ａ
，１６ｂが形成されている。さらに、本実施形態においては、当該二つの切り欠き部１６
ａ，１６ｂは、上部切り欠き部１６ａと上部放出口２１ａに係る係止棒２５ａ（以下「上
部係止棒２５ａ」という。）との相対距離と、下部切り欠き部１６ｂと下部放出口２１ｂ
に係る係止棒２５ｂ（以下「下部係止棒２５ｂ」という。）との相対距離とが異なるよう
にして形成されている。
すなわち、図２に示すように、可動部材１４ａ，１４ｂの全開時においては、上部切り欠
き部１６ａ下端部の直下に空きスペースがほとんど無い状態で上部係止棒２５ａが配置さ
れる一方、下部切り欠き部１６ｂの下端部と下部係止棒２５ｂとの間には若干のスペース
が確保されている。これにより、本実施形態においては、後述するように、上部放出口２
１ａからの停留球Ｂ３の放出と下部放出口２１ｂからの停留球Ｂ１，Ｂ２の放出との間に
時差を設けることができる。
【００２４】
　以下、本入賞装置１０における時差放出の態様を説明する。なお、図４および図５は、
本実施形態に係る時差放出機構によって停留部２４から時差を設けて放出される停留球Ｂ
１，Ｂ２，Ｂ３の放出状態を示す説明図である。なお、図４は本入賞装置１０の背面から
みた図であり、図５は本入賞装置１０の右側面からみた図である。
　本入賞装置１０では、可動部材１４ａ，１４ｂが開いている時に入賞口２３からパチン
コ球を入賞させることができ、且つ、入賞球のうち上記停留部２４に格納された３個のパ
チンコ球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３を第３種パチンコ遊技の進行に応じて当該停留部２４に一時的
に停留させることができる。而して、入賞口２３が閉じていく（即ち、可動部材１４ａ，
１４ｂが相互に接近していく）動きに同調させつつ、上記３個の停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３
を異なる二つの放出通路から時差放出することができる。以下、このことを詳細に説明す
る。
【００２５】
　図２、図４（ａ）および図５（ａ）に示すように、可動部材１４ａ，１４ｂが全開して
いる場合には、上部係止棒２５ａおよび下部係止棒２５ｂはいずれもストッパー部材１６
に当接した状態である。このため、上部放出口２１ａに係るゲート部材２６ａ（以下「上
部ゲート部材２６ａ」という。）、および、下部放出口２１ｂに係るゲート部材２６ｂ（
以下「下部ゲート部材２６ｂ」という。）は、いずれも後方に回転することができず、結
果、停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３をそのまま停留部２４に保持することができる。
　而して、可動部材１４ａ，１４ｂが閉じていく（即ち、ソレノイド４０によって可動軸
１５が下降する）ことに従って、ストッパー部材１６が下降していく。このとき、図４（
ｂ）および図５（ｂ）に示すように、先ず、上部係止棒２５ａがストッパー部材１６の上
部切り欠き部１６ａに達し、当該ストッパー部材１６と上部係止棒２５ａとの当接状態が
解除される。これにより、上部ゲート部材２６ａは、第三停留球Ｂ３の重量によって後方
に押し開けられ、上部放出口２１ａから第三停留球Ｂ３が放出される。上述の通り、本実
施形態においては、上部放出口２１ａを通る放出通路はＶゾーンに連なっている。従って
、本入賞装置１０では、この時点で第三停留球Ｂ３のみをＶゾーンに誘導することができ
る。
　そして、図４（ｃ）および図５（ｃ）に示すように、可動部材１４ａ，１４ｂがほぼ全
閉状態となるまでさらに閉じていき、ストッパー部材１６が一段と下降することによって
、下部係止棒２５ｂがストッパー部材１６の下部切り欠き部１６ｂに達し、当該ストッパ
ー部材１６と下部係止棒２５ｂとの当接状態が解除される。これにより、下部ゲート部材
２６ｂは、停留部２４に残留していた第一停留球Ｂ１とその上の停留球Ｂ２（以下「第二
停留球Ｂ２」という。）の重量によって後方に押し開けられ、下部放出口２１ｂから当該
二つの停留球Ｂ１，Ｂ２が上記権利の発生・消滅に何ら関係のない一般入賞区域に向かっ
て放出される。
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【００２６】
　以上のとおり、本入賞装置１０においては、変動入賞口２３を形成する上記可動部材１
４ａ，１４ｂの開閉動作に連動させて上記ストッパー部材１６の上下運動を制御すると共
に、当該一連の動作を遊技盤１裏面に装備した上記ソレノイド４０によって行っている。
このため、本入賞装置１０においては、簡単な構成で停留部２４に停留した停留球Ｂ１，
Ｂ２，Ｂ３を時差放出することができる。
　さらに、本入賞装置１０に設けられた停留部２４は、複数の停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３を
上下方向に亘って縦列に格納する形状に形成されているため、全体にコンパクトであり、
遊技盤１に装着する際に取付け場所の制約を受けることが少ない。
【００２７】
　なお、本入賞装置１０における停留部２４には、上記二つの放出口２１ａ，２１ｂに所
定の停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３を確実に誘導するための停留球誘導手段が施されており、上
記ゲート部材２６ａ，２６ｂが開放自由となった場合に、停留部２４内で停留球Ｂ１，Ｂ
２，Ｂ３が球詰まりや不慮の滞留を起こす恐れがない。以下、このことを説明する。
　典型的には図５（ａ）に示すように、鞘状の停留部２４の底面内部には、下部放出口２
１ｂに向けて傾斜する球寄せ凸片２４ｂが突設されている。このため、停留部２４内に停
留する第一停留球Ｂ１は、重量のかかる方向が下部放出口２１ｂ方向に偏っており、上記
当接状態の下部ゲート部材２６ｂに接した状態を保っている。また、ベース板２０の上記
二つの放出口２１ａ，２１ｂの間には、球寄せ突起が形成されており、第二停留球Ｂ２を
停留部２４の正面側壁面に寄せることができる（図５参照）。
　この結果、第二停留球Ｂ２と第一停留球Ｂ１との中心線にずれが生じ、第二停留球Ｂ２
はそれ自身の重量によって第一停留球Ｂ１を下部放出口２１ｂ側に押しだそうとする働き
をする。このことによって、上記ストッパー部材１６と下部ゲート部材２６ｂの係止棒２
５ｂとの当接が解除されて下部放出口２１ｂが開放され得る状態となった場合には、第一
停留球Ｂ１および第二停留球Ｂ２は、下部ゲート部材２６ｂを後方に回転させて滞り無く
速やかに当該放出口２１ｂから転動して出ていくことができる。
【００２８】
　一方、停留部２４における第三停留球Ｂ３が保持される場所に相当する壁面は、ベース
板２０方向に迫り出して形成されている（図５（ａ）参照）。さらに、上述の通り、第二
停留球Ｂ２は停留部２４の正面側壁面に寄せられている。これらのことから、第三停留球
Ｂ３と第二停留球Ｂ２との中心線にずれが生じ、第三停留球Ｂ３は、重量のかかる方向が
上部放出口２１ａ方向に偏りつつ上記当接状態の上部ゲート部材２６ａに接した状態を保
っている。このことによって、上記ストッパー部材１６と上部ゲート部材２６ａの係止棒
２５ａとの当接が解除されて上部放出口２１ａが開放され得る状態となった場合には、第
三停留球Ｂ３は、上部ゲート部材２６ａを後方に回転させて滞り無く速やかに当該放出口
２１ａから転動して出ていくことができる。
【００２９】
　以上、本発明の入賞装置の好適な第一実施形態をいくつかの図面を参照しつつ説明した
が、本発明においては、停留部を設けると共に、そこから時差を設けて停留球を放出する
ための時差放出機構を装備しておればよく、上記実施形態に係る停留部２４、ならびに、
ストッパー部材１６およびゲート部材２６ａ，２６ｂを主要構成部材とする時差放出機構
を装備したものに限定されない。
　例えば、本発明の第二の実施形態として、図６（ａ）に示すように、上記実施形態に係
る入賞装置１０の形状を変更してもよい。すなわち、上記実施形態とは異なり、ベース板
２０の形状を変更して上部放出口２１ａが下部放出口２１ｂより遊技盤１正面からみて後
方になるように設計変更する。
　これにより、停留部２４に縦列する３個の停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ４の他に当該縦列部分
と上部ゲート部材２６ａとの間にパチンコ球Ｂ３をさらに１個格納し得る格納部３０を形
成することができる。このとき、本実施形態においても上述の停留球誘導手段（即ち、上
記球寄せ凸片２４ｂやベース板２０の球寄せ突起等）が施されており、停留部２４に入っ
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た３番目のパチンコ球Ｂ３は上記格納部３０に確実に誘導される。すなわち、停留部２４
に２番目に入ったパチンコ球Ｂ２が上記球寄せ突起によって停留部２４の正面側壁面に寄
せられる一方で当該停留部２４の上壁部はベース板２０方向に迫り出して形成されている
。このため、上記３番目のパチンコ球Ｂ３は、停留部２４の縦列部分に停まることなく上
記格納部３０に向かって確実に転動することとなる。なお、本実施形態においても、上部
放出口２１ａを通る放出通路がＶゾーンに連絡していることに変更はない。
【００３０】
　一方、本実施形態においては、上部放出口２１ａを後方に設けた結果、当該上部放出口
２１ａに係る軸受け部２７ａおよび上部ゲート部材２６ａと下部放出口２１ｂに係る軸受
け部２７ｂおよび下部ゲート部材２６ｂとが同一面上に配置されなくなる（図６参照）。
従って、本実施形態においては、上部ゲート部材２６ａの係止棒２５ａを当接するための
ストッパー部材（図示せず）と下部ゲート部材２６ｂの係止棒２５ｂを当接するためのス
トッパー部材（図示せず）とを各々別個に上記可動部材１４ｂの可動軸１５に装着し（図
３参照）、且つ、当該二つのストッパー部材には、可動部材１４ａ，１４ｂの全開時にお
ける係止棒２５ａ，２５ｂとの相対距離を異ならせた切り欠き部を各々設けている。この
ことによって、上述の本入賞装置１０と同様、可動部材１４ａ，１４ｂの動きに連動して
停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４を二つの放出口２１ａ，２１ｂから時差放出することがで
きる。
　すなわち、本実施形態においては、上記二つのストッパー部材に上記相対距離の異なる
切り欠き部を各々設け、上述の第一の実施形態とは異なり、全開状態にあった可動部材１
４ａ，１４ｂが閉じていく際、先ず、下部ゲート部材２６ｂに係る係止棒２５ｂと上記ス
トッパー部材との当接状態を解除し、停留部２４本体部（縦列部分）に停留していた停留
球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ４を下部放出口２１ｂから一般入賞区域に向けて放出する（図６（ｂ）
参照）。
　次いで、可動部材１４ａ，１４ｂがほぼ全閉状態となった際には、上部ゲート部材２６
ａに係る係止棒２５ａと上記ストッパー部材との当接状態を解除し、上記格納部３０に停
留していた停留球Ｂ３のみをＶゾーンに向けて放出する（図６（ｃ）参照）。
【００３１】
　以上のとおり、本実施形態においては、停留部２４に、別途、上記格納部３０を設けた
ことによって、予めＶゾーンに誘導するパチンコ球（即ち３番目に停留部２４に入った球
Ｂ３）を１個のみ選別しておくことができる。このため、例えば、上記可動部材１４ａ，
１４ｂが閉じていく際に不意にパチンコ球が停留部２４に入った場合であっても、当該パ
チンコ球（図６中のＢ４参照）がＶゾーンに誘導されることはない。従って、Ｖゾーンに
入賞球が２個通過することに因る上記権利の消滅を未然に防ぐことができる。
【００３２】
　以上、格納部３０を設けたことを特徴とする本発明の入賞装置の好適な一実施形態を説
明したが、本発明の実施にあたり、上記格納部は図６に示すような形状に限定されない。
例えば、本発明の第三の実施形態として図７に示すような格納部５８であってもよい。以
下、本実施形態に係る入賞装置について詳述する。
【００３３】
　図７に示すように、本実施形態に係る入賞装置５０の停留部５４においては、入賞口２
３から入賞したパチンコ球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４，Ｂ５を上下方向に縦列に格納し得る
主要部分（以下「縦列格納部分」という。）の側壁部に上記格納部５８が設けられている
。すなわち、本実施形態に係る入賞装置５０では、停留部５４の縦列格納部分の底部にお
いて、上記実施形態と同様に軸受け部および下部ゲート部材を設置した下部放出口（図示
せず）が設けられている。他方、上記格納部５８には、上記実施形態と同様に軸受け部お
よび上部ゲート部材を設置した上部放出口（図示せず）が設けられている。なお、本実施
形態においても、上部放出口を通る放出通路がＶゾーンに連絡していることに変更はない
。
【００３４】
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　なお、本実施形態に係る入賞装置５０においても、上述の入賞装置１０と同様に停留球
誘導手段が施されており、停留部５４に３番目に入ったパチンコ球Ｂ３を上記格納部５８
に確実に誘導することができる。
　すなわち、図７に示すように、当該停留部５４の側壁部には当該停留部５４に１番目お
よび２番目に入ってきたパチンコ球をいずれか一方の側壁面側に寄せるための球寄せ突起
５４ａが形成されている。この結果、１番目の停留球Ｂ１と２番目の停留球Ｂ２の中心線
にずれが生じると共に、当該２番目の停留球Ｂ２は上記格納部５８が形成された側壁部と
は反対側の側壁部壁面に接して停留することとなる。ここで、当該反対側の側壁部であっ
て当該２番目の停留球Ｂ２の停留位置より上方の壁面は、格納部５８を形成した一方の側
壁部方向に迫り出して形成されている。このことによって、停留部５４に３番目に入った
パチンコ球Ｂ３は当該停留部５４の上記縦列格納部分に停まることなく上記格納部５８に
向かって確実に転動することとなる。
　なお、本実施形態においても、上述の本入賞装置１０と同様に、停留部５４の縦列格納
部分底面および格納部５８の末端に相当する側壁面に、各々の放出口に向けて傾斜する球
寄せ凸片５４ｂが突設されている。このため、後述するように、上記各放出口が開放され
得る状態に至った際には、停留部５４の縦列格納部分内に停留する停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ
３，Ｂ４および上記格納部５８に停留する停留球Ｂ３は、それら自身の重量と各球寄せ凸
片５４ｂの傾斜に導かれて各々の放出口から放出される。
【００３５】
　一方、本実施形態に係る入賞装置５０においても、上記第一の実施形態に係る本入賞装
置１０と同様に、一方の可動部材１４ｂの可動軸１５にストッパー部材５６が一つ装着さ
れている。ここで、当該ストッパー部材５６は、可動部材１４ａ，１４ｂが全開の際には
上部ゲート部材からの係止棒５５ａと下部ゲート部材からの係止棒５５ｂとが共に当該ス
トッパー部材５６に当接し得るように構成されているとともに、当該可動部材１４ａ，１
４ｂが閉じていくに従って上記二つの放出口から停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４，Ｂ５が
時差放出されるように二箇所の切り欠き部５６ａ，５６ｂが形成されている。
【００３６】
　すなわち、図７に示すように、可動部材１４ｂの全開時においては、下部切り欠き部５
６ｂ下端部の直下に空きスペースがほとんど無い状態で下部ゲート部材に係る係止棒５５
ｂが配置される一方、上部切り欠き部５６ａの下端部と上部ゲート部材に係る係止棒５５
ａとの間には若干のスペースが確保されている。これにより、本実施形態においては、上
記第二の実施形態と同様、全開状態にあった可動部材１４ａ，１４ｂが閉じていく際、先
ず、下部ゲート部材に係る係止棒５５ｂとストッパー部材５６との当接状態が解除され、
停留部５４の縦列格納部分に停留していた停留球Ｂ１，Ｂ２，Ｂ４、Ｂ５が下部放出口か
ら一般入賞区域に向けて放出することができる。次いで、可動部材１４ａ，１４ｂがほぼ
全閉状態となった際には、上部ゲート部材に係る係止棒５５ａとストッパー部材５６との
当接状態が解除され、上記格納部５８に停留していた停留球Ｂ３のみをＶゾーンに向けて
放出することができる。
【００３７】
　以上のとおり、本実施形態においても、上記第二の実施形態と同様、停留部５４の側壁
部に、別途、格納部５８を設けたことによって、予めＶゾーンに誘導するパチンコ球（即
ち３番目に停留部５４に入った球Ｂ３）を１個のみ選別しておくことができる。このため
、例えば、上記可動部材１４ａ，１４ｂが閉じていく際に不意にパチンコ球が停留部５４
に入った場合であっても、当該パチンコ球（図７中のＢ５参照）がＶゾーンに誘導される
ことはない。従って、本実施形態に係る入賞装置５０によっても、Ｖゾーンに入賞球が２
個通過することに因る上記権利の消滅を未然に防ぐことができる。
【００３８】
　以上、本発明の入賞装置に係るいくつかの好適な実施形態を図面を参照しつつ説明した
が、本発明をこれら実施形態に限定することを意図したものではない。
　例えば、上記各実施形態では、構造の簡素化および形状のコンパクト化を企図したため
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に、切り欠き部を設けたストッパー部材を変動入賞口を形成する上記可動部材の動作に連
動させて作動させていたが、この手段に限るものではない。例えば、上記手段に代えて、
上記ストッパー部材と上記可動部材とを異なる駆動源（ソレノイド、モータ等）によって
別個に作動させてもよい。
　あるいは、パチンコ機本体の制御部からの制御信号によって、上記可動部材が完全に閉
鎖した後に、別途、上記ストッパー部材を作動させて停留球の時差放出を行ってもよい。
　このような動力源あるいは動作手段の変更は、本明細書および図面に開示された情報に
基づく当業者の設計事項にすぎないものであり、本願特許請求の範囲から逸脱するもので
はない。
【００３９】
【発明の効果】
　本発明によれば、簡単な機構によって、入賞したパチンコ球のうちの特定のパチンコ球
を所望する特定の区域（Ｖゾーン等）に確実に誘導し得る入賞装置を提供することができ
る。
　すなわち、停留部に一時的に停留させた複数個の停留球を時差を設けて段階的に放出す
ることができる。従って、特定の停留球を他の停留球に干渉されることなく所望する区域
（例えばＶゾーン）に向けて上記停留部から放出することができる。
【００４０】
　また、停留部に一時的に停留させた複数個の停留球のうちの一部とそれ以外の停留球と
が異なる通路で該停留部から時差放出される。このため、放出通路の一つを所望する特定
の区域（例えばＶゾーン）に連ねることによって、特定の停留球のみを他の停留球に干渉
されることなく当該特定区域に確実に誘導することができる。
【００４１】
　さらに、時差放出機構は、停留部に停留する複数個のパチンコ球のうちの上部のパチン
コ球と下部のパチンコ球とを時期を異ならせかつ前記異なる放出通路に放出させることが
、可動部材の動作に連動して実現される構造であるから、複雑な機構を別途設けることな
くコンパクトな構成で上記可動部材の開閉時期に同調させて停留部から停留球を時差放出
することができる。
【００４２】
　また、本発明の入賞装置によれば、複数個のパチンコ球を上下方向に亘って縦列に格納
し得る形状に停留部が形成されるため、停留部を設けるために遊技盤上に横方向の大スペ
ースを確保する必要がない。これによって、遊技盤に装着すべきその他の遊技装置類の配
置を制約することがなく、省スペース化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の入賞装置を装着した状態の遊技盤の構成を示す正面図である。
【図２】第一の実施形態に係る本発明の入賞装置の構成を模式的に示す正面図である。
【図３】図２におけるＡ－Ａ線矢視断面図である。
【図４】（ａ）（ｂ）（ｃ）は、各々、第一の実施形態に係る本発明の入賞装置での停留
球の時差放出を背面側から示す説明図である。
【図５】（ａ）（ｂ）（ｃ）は、各々、第一の実施形態に係る本発明の入賞装置での停留
球の時差放出を右側面側から示す説明図である。
【図６】（ａ）（ｂ）（ｃ）は、各々、第二の実施形態に係る本発明の入賞装置での停留
球の時差放出を右側面側から示す説明図である。
【図７】第三の実施形態に係る本発明の入賞装置の構成を模式的に示す正面図である。
【符号の説明】
　１… 遊技盤
　１０，５０… 入賞装置
　１４ａ，１４ｂ… 可動部材
　１５… 可動軸
　１６，５６… ストッパー部材
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　１６ａ，１６ｂ，５６ａ，５６ｂ… 切り欠き部
　２０… ベース板
　２１ａ，２１ｂ… 放出口
　２３… 入賞口
　２４，５４… 停留部
　２５ａ，２５ｂ，５５ａ，５５ｂ… 係止棒
　２６ａ，２６ｂ，５６ａ，５６ｂ… ゲート部材
　３０，５８… 格納部
　Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４，Ｂ５… 停留球

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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